
3広 報たかはま　H28.1.15

・
申
告
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税

３
月
15
日
㈫

・
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税

３
月
31
日
㈭

・
贈
与
税　

３
月
15
日
㈫

・
平
成
27
年
分
申
告
所
得
税
お
よ
び
復
興

特
別
所
得
税
第
３
期
分　

４
月
20
日
㈬

・
平
成
27
年
分
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費

税
確
定
申
告
分　

４
月
25
日
㈪

還
付
申
告
の
方
も
含
め
、
申
告
さ
れ
る

す
べ
て
の
方
に
つ
い
て
「
復
興
特
別
所
得

税
額
」
欄
の
記
載
が
必
要
で
す
。

復
興
特
別
所
得
税
は
、
平
成
25
年
分
〜

平
成
49
年
分
の
各
年
分
の
基
準
所
得
税
額

に
2.1
%
の
税
率
を
乗
じ
て
計
算
し
ま
す
。

納
税
地
を
所
轄
す
る
税
務
署
の
管
轄
外

へ
避
難
し
て
い
る
方
の
国
税
に
関
す
る
相

談
は
、
最
寄
り
の
税
務
署
で
行
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。

平
成
26
年
1
月
よ
り
、
事
業
所
得
、
不

動
産
所
得
ま
た
は
山
林
所
得
を
生
ず
べ
き

業
務
を
行
う
す
べ
て
の
方
に
つ
い
て
、
記

帳
と
帳
簿
書
類
の
保
存
が
必
要
で
す
。

な
お
、
こ
の
記
帳
と
帳
簿
書
類
の
保
存

制
度
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
の
申
告
が
必

要
な
い
方
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

公
的
年
金
な
ど
の
収
入
金
額
が
400
万
円

以
下
で
、
か
つ
、
公
的
年
金
な
ど
に
係
る

雑
所
得
以
外
の
所
得
が
20
万
円
以
下
で
あ

る
場
合
に
は
、
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別

所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
必
要
が
な
く

な
り
ま
し
た
が
、
住
民
税
の
申
告
は
、
従

来
ど
お
り
必
要
で
す
。

こ
の
場
合
も
、
所
得
税
お
よ
び
復
興
特

別
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
た
め
に
は
、

確
定
申
告
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

住
宅
ロ
ー
ン
を
利
用
し
て
マ
イ
ホ
ー
ム

を
新
築
・
購
入
し
、
平
成
27
年
中
に
入
居

し
た
場
合
で
一
定
の
要
件
を
満
た
す
と
き

は
、
住
宅
借
入
金
特
別
控
除
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

控
除
を
受
け
る
た
め
の
要
件
な
ど
、
不

明
な
点
は
税
務
署
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

所
得
税
・
消
費
税
の
確
定
申
告
書
は
、

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申
告
書

等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
申
告
書
を
作
成
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

所
得
税
の
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」に
、給
与
所
得
者
・
公
的
年
金
所
得

者
の
方
向
け
申
告
書
作
成
画
面
が
新
設
さ

れ
ま
し
た
。作
成
し
た
申
告
書
は
、印
刷
し

て
郵
送
な
ど
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。ま
た「
ｅ
│

Ｔ
ａ
ｘ（
電
子
申
告
）」

を
利
用
し
て
提
出
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
、
ｅ
│

Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
（
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」
操
作
に
関
し
て
）

☎
０
５
７
０
│

０
１
│

５
９
０
１

確定申告　個人市民税・県民税

問合せ先　碧南警察署　☎46－0110

碧南警察署からのお知らせ

あなたのパソコンが狙われている！あなたのパソコンが狙われている！あなたのパソコンが狙われている！
あなたのパソコンが悪用され、サイバー攻撃の踏み台になることも！？

～　各種不正プログラムに感染しないために　～
①　ＯＳやウェブサイトなどのソフトウェアを最新の状態にする。
②　ウイルス対策ソフトは最新の状態に更新し、定期的に全データをウイルスチェックする。
③　電子メールに添付されているファイルを安易に開かない。
④　匿名で投稿できる掲示板などに掲載されたリンクやメール本文のＵＲＬを安易にクリックしない。
⑤　作成者のわからないプログラムを安易に実行しない。

◆
申
告
期
限

◆
公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

◆
振
替
納
付
日

◆
記
帳
・
帳
簿
な
ど
の
保
存
制
度

◆
復
興
特
別
所
得
税
の
記
載
漏
れ

に
注
意
し
て
く
だ
さ
い

◆
東
日
本
大
震
災
の
被
害
を
受
け

て
避
難
し
て
い
る
方
へ

◆
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受

け
る
方

税
務
署
に
行
か
な
く
て
も

確
定
申
告
が
で
き
ま
す

刈谷駅
至　名古屋 至　知立

至　安城

JR　名鉄

刈谷駅南口

刈谷駅南口東 刈谷総合庁舎
北東

交通児童遊園

ハローワーク

みなくる刈谷

みなくる刈谷
立体駐車場

（利用できません）

刈谷市総合健康センター

刈谷市総合文化センター
（アイリス）立体駐車場

屋上部分

ハローワーク
臨時駐車場

合同庁舎
立体駐車場

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

西
側
駐
車
場

刈谷合同庁舎
刈谷税務署

刈谷市総合
文化センター
（アイリス）

2 広 報たかはま　H28.1.15

確
定
申
告
と
は
、
毎
年
１
月
１
日
〜
12

月
31
日
の
１
年
間
の
所
得
と
、
そ
れ
に
対

す
る
税
金
を
正
し
く
計
算
し
、
申
告
期
限

ま
で
に
申
告
し
て
納
税
す
る
手
続
き
の
こ

と
で
す
。

確
定
申
告
に
は
、
税
金
を
納
め
る
場
合

と
、
戻
し
て
も
ら
う
場
合
（
還
付
）
の
ケ

ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

ご
自
身
で
所
得
と
税
額
を
正
し
く
計
算

し
て
、
早
め
に
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

と
き

・
2
月
15
日
㈪
〜
3
月
15
日
㈫

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
。
） 

午
前
9
時
〜
午
後
5
時

※
2
月
21
日
㈰
・
28
日
㈰
は
開
設

※
申
告
書
の
作
成
に
は
時
間
を
要
し
ま
す

の
で
、
午
後
４
時
ま
で
に
来
場
し
て
く

だ
さ
い
。

※
申
告
会
場
で
は
、
パ
ソ
コ
ン
を
利
用
し

た
申
告
書
の
作
成
指
導
な
ど
を
行
っ
て

い
ま
す
。

と
こ
ろ

刈
谷
税
務
署

（
刈
谷
市
若
松
町
1
丁
目
46
番
地
1

刈
谷
合
同
庁
舎
１
階
）

無
料
臨
時
駐
車
場

・
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
臨
時
駐
車
場

２
月
１
日
㈪
〜
３
月
31
日
㈭
に
か
ぎ
り

利
用
可

・
刈
谷
市
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
（
ア
イ
リ

ス
）
立
体
駐
車
場
屋
上
部
分

２
月
16
日
㈫
〜
３
月
15
日
㈫
の
平
日

（
月
〜
金
曜
日
）
に
か
ぎ
り
利
用
可

※
２
月
21
日
㈰
・
28
日
㈰
は
利
用
不
可

※
催
事
な
ど
に
よ
り
利
用
で
き
な
い
場
合

あ
り

※
駐
車
券
を
確
定
申
告
会
場
へ
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。

・
駐
車
台
数
に
か
ぎ
り
が
あ
る
た
め
、
公

共
交
通
機
関
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

・
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
西
側
駐
車
場
は
、
利
用

で
き
ま
せ
ん
。

問合せ先　

・所得税および復興特別所得税
など確定申告に関すること
刈谷税務署　☎21－6211

※電話は自動音声により案内し
ていますので、問合せ内容に応
じた番号を選択してください。

・市民税・県民税申告に関する
こと
□市税務グループ（市民税担当）
☎52－1111
（内線246・247）

申
告
は
３
月
15
日（
火
）ま
で
に

確
定
申
告

個
人
市
民
税
・
県
民
税

◆
刈
谷
税
務
署

確
定
申
告
会
場
の
案
内


